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令和３年第２回仁木町教育委員会定例会会議録

令和３年２月 16 日、仁木町役場｢応接室｣において、第２回仁木町教育委員会定例会を

開催。

●出 席 委 員 岩井教育長、加藤教育長職務代理者、関井委員、関委員、

渡委員

●会議に参与した者 奈良次長、泉谷所長、濱田係長

岩井教育長

全員

岩井教育長

全員

岩井教育長

全員

岩井教育長

奈良次長

岩井教育長

全員

岩井教育長

午後１時 27 分、開会を宣言。出席者は教育長及び教育委員４名であり、

過半数に達しており、会議は成立した旨を宣する。

日程第１、会期決定を上程。会期は、本日１日限りとする旨を宣する。

日程第２、会議録承認を上程。

異議なきかを問う。

なし。

日程第２、会議録承認について承認する旨を宣する。

日程第３、教育長事務報告について上程。

議案により 13 件について説明。

質疑なきかを問う。

なし。

日程第３、教育長事務報告について承認する旨を宣する。

日程第４、報告第１号 体罰に係る実態把握に関する件について上程。

本件について、秘密会として取り扱うことに異議なきかを問う。

なし。

本件は、秘密会として取り扱うこととします。

～秘密会により割愛～

日程第５、議案第１号 仁木町水泳プール設置条例の一部を改正する条

例に関する件について上程。

事務局に説明を求める。

議案により説明。

質疑なきかを問う。

なし。

日程第５、議案第１号 仁木町水泳プール設置条例の一部を改正する条

例に関する件について承認する旨を宣する。

日程第６、議案第２号 仁木町教育委員会の職務権限に属する事務の一

部を教育長に委任する規則の一部を改正する規則に関する件について上

程。

事務局に説明を求める。
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奈良次長

岩井教育長

全員

岩井教育長

奈良次長

岩井教育長

全員

岩井教育長

奈良次長

岩井教育長

渡委員

岩井教育長

渡委員

岩井教育長

関井委員

岩井教育長

議案により説明。

質疑なきかを問う。

なし。

日程第６、議案第２号 仁木町教育委員会の職務権限に属する事務の一

部を教育長に委任する規則の一部を改正する規則に関する件について承認

する旨を宣する。

日程第７、議案第３号 仁木町通学路安全推進会議設置要綱の一部を改

正する要綱に関する件について上程。

事務局に説明を求める。

議案により説明。

質疑なきかを問う。

なし。

日程第７、議案第３号 仁木町通学路安全推進会議設置要綱の一部を改

正する要綱に関する件について承認する旨を宣する。

日程第８、議案第４号 仁木町いじめ防止基本方針の制定に関する件に

ついて上程。

事務局に説明を求める。

議案により説明。

基本的なパターンというのは、北海道内全ての町村で同じような内容で

の比較フォーマットがございますので、仁木町単独で作ったというもので

もなく、一定の型があってどこの市町村も同じような取り組み内容にしま

しょうということでの取り扱いということなので、おそらく他の町村と比

べてもそれほど変わっていないと思っております。

質疑なきかを問う。

正式に制定できた後は各学校に配付して、学校ではどこまで目を通すの

か。

配付した後の取り扱いというのは学校によって違うと思いますが、学校

の先生方にもわかっていただきたいと思いますので、学校から部数の希望

があればそれに基づいて各学校には配付していきたいと思っております。

計画などがあっても誰も知らないというのがよくある。

実際に計画などがありすぎて先生に見ていただけないこともあると思い

ますが、いじめの事案があったときに、このようなものがあるということ

だけでもわかっていただいて、このときはどうすれば良いかというのが、

ある程度の指針になれば良いと思いますので、今おっしゃったとおり校長

だけではなく、各学校の先生にも届くような形の配付も検討したいと思い

ます。

家庭の役割も書いてあるので家庭にも配るのか。

今のところは考えていないです。ただ、いじめの事案があったときに保



3

奈良次長

関井委員

渡委員

奈良次長

岩井教育長

全員

岩井教育長

奈良次長

岩井教育長

全員

岩井教育長

護者に向けて、学校から情報発信してもらうのに使っていただきたいと思

っております。普段の取り組みとして地域や保護者の役割というのは載っ

ていますが、家庭に配付しない限りはなかなか浸透しないのではないかと

思いますので、日々の先生方の指導の中で保護者の方に伝えていただきた

いと思っております。当たり前のことを書いているところが多いので、日々

の活動の中で取り組んでいけるのではないかと思っております。

今お話もありましたので、校長会で各教職員と保護者へ配付した方が良

いのではないかということで話をしてみて、必要であれば教育委員会で印

刷しますので、協議したいと思います。

言っておいた方が良いとは思う。

そのようなものがあることは知らせておいた方が良い。

全部同じようにするのは難しいと思いますので、学校ごとにアレンジを

するかもしれません。

教育委員会で策定しましたと保護者の方に向けて、保護者の方はこのよ

うなことに注意してくださいと文面で書く方法もあります。保護者の方に

してほしいことを抜き出し羅列して、保護者に向けて教育委員会から出す

という方法もあると思います。校長会で協議しながら、なるべく皆さんに

わかっていただけるような方向性を考えていきたいと思います。

他に質疑なきかを問う。

なし。

日程第８、議案第４号 仁木町いじめ防止基本方針の制定に関する件に

ついて承認する旨を宣する。

日程第９、議案第５号 令和３年度仁木町教育行政執行方針に関する件

について上程。

事務局に説明を求める。

議案により説明。

令和３年度から第６期仁木町総合計画と、皆さんに協議いただいた教育

大綱が新たに始まるということを踏まえまして、今までの総合計画と今回

の総合計画が少し変わったので、今回の総合計画に合わせて作り替えをし

ているという内容になっているので、変更点が増えております。今までは

従来のほとんどの事業を羅列して記載していましたが、事業の内容は予算

書を見ればわかりますので、重点的に取り組む内容のみを教育執行方針に

付け加えたという内容になっておりますので、ご理解いただきたいと思い

ます。

質疑なきかを問う。

なし。

日程第９、議案第５号 令和３年度仁木町教育行政執行方針に関する件

について承認する旨を宣する。
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奈良次長

岩井教育長

全員

岩井教育長

奈良次長

岩井教育長

全員

岩井教育長

奈良次長

泉谷所長

濱田係長

奈良次長

泉谷所長

岩井教育長

関井委員

岩井教育長

日程第 10、議案第６号 令和２年度余市郡仁木町一般会計補正予算（第

７号）のうち、教育費に係る意見聴取に関する件（別冊）について上程。

事務局に説明を求める。

別冊議案により説明。

質疑なきかを問う。

なし。

日程第 10、議案第６号 令和２年度余市郡仁木町一般会計補正予算（第

７号）のうち、教育費に係る意見聴取に関する件について承認する旨を宣

する。

日程第 11、議案第７号 仁木町山村開発センターの指定管理者の指定に

係る意見聴取に関する件について上程。

事務局に説明を求める。

議案により説明。

質疑なきかを問う。

なし。

日程第 11、議案第７号 仁木町山村開発センターの指定管理者の指定に

係る意見聴取に関する件について承認する旨を宣する。

日程第 12、議案第８号 令和３年度余市郡仁木町一般会計予算のうち、

教育費に係る意見聴取に関する件（別冊）について上程。

事務局に説明を求める。

別冊議案により説明。

学校給食共同調理場について別冊議案により説明。

総務学校教育係の予算要求書について説明。

生涯学習係の予算要求書について説明。

学校給食共同調理場の予算要求書について説明。

質疑なきかを問う。

なぜ給食の配送料が一気に上がったのか。

今まで五共ハイヤーさんに一社随契でお願いしていましたが、五共ハイ

ヤーさんが一番最初に契約していたときの金額があって、物価が上昇して

いますがいつも五共ハイヤーさんから見積りをいただいて、それを基に設

計を組んでいました。ただ、五共ハイヤーさんが自分で設計を組んだこと

がないみたいで、おそらく当初とあまり変わらない金額で見積りをいただ

いていると思います。今回、イナホ観光さんと仁木小型運輸さんに改めて

給食配送を行った場合にどのくらいかかるか見積りを取ったら、五共ハイ

ヤーさんの見積りと全然違う金額になりました。教育委員会も五共ハイヤ

ーさんからの見積りを信用して設計を組んでいましたが、本来五共ハイヤ

ーさんが行っている仕事だとその金額では間に合わないということが判明

したため、イナホ観光さんと仁木小型さんの安い方の見積り金額の９割く



5

全員

岩井教育長

奈良次長

岩井教育長

全員

岩井教育長

濱田係長

岩井教育長

濱田係長

岩井教育長

らいで設計を組み直しするという取組を行ったところです。教育委員会か

ら見積り依頼を毎年かけていますが、雇用している方の給料が低いという

話も聞いたため、見直しをかけますとお話させていただきました。

他に質疑なきかを問う。

なし。

日程第 12、議案第８号 令和３年度余市郡仁木町一般会計予算のうち、

教育費に係る意見聴取に関する件（別冊）について承認する旨を宣する。

日程第 13、議案第９号 学校運営協議会委員の任命に関する件について

上程。

事務局に説明を求める。

議案により説明。

質疑なきかを問う。

なし。

日程第 13、議案第９号 学校運営協議会委員の任命に関する件について

承認する旨を宣する。

日程第 14、協議案第１号 当面する教育諸問題に関する件について上

程。

事務局に説明を求める。

仁木町学校施設個別施設計画について、別冊議案により説明。

この個別施設計画につきましては、コンクリートの構造物である学校を、

80 年間を目標として維持させるということが大前提であって、そのために

は大規模改修や長寿命化改造をこのようなスケジュールで行いますという

だけのものです。

補助金を獲得するということが一番の目標なので、文科省から今年度中

に作成するよう指示があったため、まずそこを優先したいということです。

これを作らなければ、学校の大規模改造を行っても補助金がもらえない

です。まずこの計画を作っておいて、町としていつ何を行うということで

はなく、町としてはこのような方針で学校の維持管理に努めるということ

での計画ということでご理解いただければと思います。先ほど係長からも

お話があったとおり、小中一貫教育の関係の方向性がまだきちんと示され

ていないため、大規模改造を古い学校からやるのか、傷んでいる学校から

やるのかを順位を付けたり、小中一貫教育の義務教育学校を作るのであれ

ば、何年から義務教育学校を作りますというところまでお示しできれば本

来は良いと思いますが、今の段階では決まっていないということもありま

すので、今のところ教育委員会としての考え方は、学校の維持管理につい

て今後このような方針で決めていきますというものにしておき、地域との

交流ができる段階では、別の実施計画のようなものについて作り上げてい

くという形にしたいということで、ご理解いただきたいと思います。
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（閉会 午後４時 16 分）

濱田係長

岩井教育長

全員

岩井教育長

全員

岩井教育長

全員

岩井教育長

全員

岩井教育長

内容的には、文部科学省から個別施設計画のひな形と手引きが出ていま

して、それに準じて作成しているので、必要な事項は盛り込んでおります。

また、道内で先行して作成している伊達市と長沼町の計画と見比べても、

さほど変わりないものを作成しています。

来年度、役場の公共施設全てにおいて個別施設計画を作ります。学校は

学校で作りましたが、山村開発センターや大江のコミュニティセンターな

どの個別施設計画との整合性も出てくると思います。一気にその年度だけ

事業費が膨らんでしまうと難しいのではないかと思いますので、その辺の

バランスを取りながらということで、年度別の計画は必要ないと決定した

ようです。

質疑なきかを問う。

なし。

本件以降、秘密会として取り扱うことに異議なきかを問う。

異議なし。

本件は、秘密会として取り扱うこととします。

～秘密会により割愛～

次に、２ 当面する行事日程について説明。

令和３年第３回仁木町教育委員会定例会の日程は、３月 22 日（月）の午

後１時 30 分から開催することといたします。

３ その他について説明。

質疑なきかを問う。

なし。

各委員から報告等なきかを問う。

なし。

日程第 14、協議案第１号 当面する教育諸問題について協議を終了する

旨を宣する。

他になきことを認め、第２回仁木町教育委員会定例会を、閉会する旨を

宣する。


